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滑走路32L（B滑走路）

滑走路32R（A滑走路）A滑走路からの出発機よ
り先に離陸させられる
か？

【考慮対象機：①④⑤⑥】

出発機を離陸させることは可能か？B滑走路か
らの出発機より先に離陸させられるか？

また、A滑走路及びB滑走路への到着機の状況
はどうか？

【考慮対象機：①②③⑤⑥】

B滑走路への到着機が進入復行した
場合でも間隔が設定できるか？

【考慮対象機：①】
①

⑤

③ ②

着陸許可を発出

滑走路横断が可能か？その場合、
地上交通の状況はどうか？

【考慮対象機：④⑥

飛行場管制官の業務負荷の大きさ 資料⑤
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【飛行場及び周辺空域における業務処理】

・出発機・到着機の順位付け及びそれに伴う指示の発出

【管制塔内における業務処理】

・出発機・到着機にかかる滑走路横断について、地上管制
官と調整

・出発機・到着機にかかる間隔設定等、関西ターミナル管
制との調整をデータ計算管制官へ依頼
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安全度、優先度、緊急度、効率性等々
を考慮の上、多重なタスクを並行処理
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